
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
一

、
「
そ
の
学
資
金
」
を
「
そ
の
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」

、
同
条
第
四
項
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」

種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め

、
「
第
二
種
学
資
金
」
を
「
第
二
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
学
資
金
」
を
「
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
る
。

改
め
る
。

第
三
条
及
び
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
貸
与
」
の
下
に
「
及
び
支
給
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
「
学
資
金
」
を
「
「
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
学
資
金
（
」
を
「
学
資
貸
与
金
（
」
に
、
「
第
一
種
学

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
七
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
前
の
見
出
し
中
「
返
還
」
を
「
学
資
貸
与
金
の
返
還
」
に
改
め
、
同
条
中
「
学
資
金
」
を
「
学
資
貸
与
金
」

第
十
六
条
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
そ
の
学
資
金
」
を
「
そ
の
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
る
。

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

に
矛
」Ｉ に

l -ー



独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）

（
棉
穂
α
目
戯
）
（
梢
樟
伍
巨
齢
）

三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」
第
三
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
（
以
下
「
機
構
」

と
い
う
。
）
は
、
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
に
学
資
と
い
う
。
）
は
、
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
に
学
沓

の
貸
与
及
び
支
給
そ
の
他
学
生
等
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
貸
与
そ
の
他
学
生
等
（
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
の
学
生
並

の
学
生
並
び
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。
以
下
び
に
専
修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

同
じ
。
）
の
修
学
の
援
助
を
行
い
、
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
の
修
学
の
援
助
を
行
い
、
大
学
等
（
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及

門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
学

〕
）
が
学
生
等
に
対
し
て
行
う
修
学
、
進
路
選
択
そ
の
他
の
事
生
等
に
対
し
て
行
う
修
学
、
進
路
選
択
そ
の
他
の
事
項
に
関
す

項
に
関
す
る
相
談
及
び
指
導
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
と
と
も
に
る
相
談
及
び
指
導
に
つ
い
て
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
留
学
生

、
留
学
生
交
流
（
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
及
び
外
国
へ
の
留
交
流
（
外
国
人
留
学
生
の
受
入
れ
及
び
外
国
へ
の
留
学
生
の
派

学
生
の
派
遣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め
の
遣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
推
進
を
図
る
た
め
の
事
業
を
行

事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
大
学
等
に
お
い
て
学
ぶ
う
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
の
大
学
等
に
お
い
て
学
ぶ
学
生
等
に

学
生
等
に
対
す
る
適
切
な
修
学
の
環
境
を
整
備
し
、
も
っ
て
次
対
す
る
適
切
な
修
学
の
環
境
を
整
備
し
、
も
っ
て
次
代
の
社
会

代
の
社
会
を
担
う
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
の
を
担
う
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
の
育
成
に
省

育
成
に
資
す
る
と
と
も
に
、
国
漂
相
互
理
解
の
増
進
に
寄
与
す
す
る
と
と
も
に
、
国
際
相
互
理
解
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

L 一"、

挙
小
ｌ
津

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

業
務
を
行
う
。

一
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
優
れ
た
学
生
等

に
対
し
、
学
資
の
貸
与
及
び
支
給
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行

幸
ハ
ノ
一
一
‐
ン
」
◎

二
～
十
（
略
）

２
（
略
）

（
学
資
の
貸
与
）

第
十
四
条
前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と
し
て
貸
与

す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）
は
、
無
利
息

の
学
資
貸
与
金
（
以
下
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
い
う
。
）

及
び
利
息
付
き
の
学
資
貸
与
金
（
以
下
「
第
二
種
学
資
貸
与
金

」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
第
一
種
学
資
貸
与
金
は
、
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的

理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省

令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ

て
経
済
的
理
由
に
よ
り
著
し
く
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認

定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
二
種
学
資
貸
与
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け

た
者
以
外
の
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準

及
び
方
法
に
従
い
、
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学

す
る
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が

あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る

４
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
額
並
び
に
第
二
種
学
資
貸
与
金
の
額

及
び
利
率
は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、

。

目
的
と
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
三
条
機
構
は
、
第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の

業
務
を
行
う
。

一
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
優
れ
た
学
生
等

に
対
し
、
学
資
の
貸
与
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
。

二
～
十
（
略
）

２
（
略
）

（
学
資
の
貸
与
）

第
十
四
条
前
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と
し
て
貸
与

す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
金
」
と
い
う
。
）
は
、
無
利
息
の
学

資
金
（
以
下
「
第
一
種
学
資
金
」
と
い
う
。
）
及
び
利
息
付
き

の
学
資
金
（
以
下
「
第
二
種
学
資
金
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

２
第
一
種
学
資
金
は
、
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由

に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で

定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経

済
的
理
由
に
よ
り
著
し
く
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ

れ
惟
陪
帳
に
岬
仙
ｋ
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３
第
二
種
学
資
金
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者

以
外
の
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

方
法
に
従
い
、
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学
す
る

優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る

も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
貸
与
す
る
も
の
と
す
る
。

４
第
一
種
学
資
金
の
額
並
び
に
第
二
種
学
資
金
の
額
及
び
利
率

は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
学
資

2



そ
の
学
資
貸
与
金
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

５
第
三
項
の
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学
す
る
者

で
あ
っ
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
の
う
ち

、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
第
一
種

学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
な
お
そ
の

修
学
を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対

し
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
吐
肺
Ｗ
ｒ
陛
脚
卜
朧
に
ほ
慣
貸
与
金
に
併
せ
て
前
二
項
の
規
定

に
よ
る
第
二
種
学
資
貸
与
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
貸
与
金
の
貸
与
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
学
資
貸
与
金
の
返
還
の
条
件
等
）

第
十
五
条
学
資
貸
与
金
の
返
還
の
期
限
及
び
返
還
の
方
法
は
、

政
令
で
定
め
る
。

２
機
構
は
、
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
災
害
又
は
傷

病
に
よ
り
学
資
貸
与
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と

き
、
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
返
還

の
期
限
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
機
構
は
、
学
資
貸
与
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
死
亡
又
は
精

神
若
し
く
は
身
体
の
障
害
に
よ
り
学
資
貸
与
金
を
返
還
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
そ
の
学
資
貸
与
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
機
構
は
、
大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
貸
与
金
の

貸
与
を
受
け
た
学
生
等
の
う
ち
、
在
学
中
に
特
に
優
れ
た
業
績

を
挙
げ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
学
資
貸
与
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す

第
十
六
条
機
構
は
、
大
学
院
に
お
い
て
第
一
種
学
資
金
の
貸
与

を
受
け
た
学
生
等
の
う
ち
、
在
学
中
に
特
に
優
れ
た
業
績
を
挙

げ
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

、
そ
の
学
資
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が

５
第
三
項
の
大
学
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
学
校
に
在
学
す
る
者

で
あ
っ
て
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
も
の
の
う
ち

、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び
方
法
に
従
い
、
第
一
種

学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
な
お
そ
の
修
学

を
維
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
第
一
種
学
資
金
に
併
せ
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
第

二
種
学
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
金
の
貸
与
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
返
還
の
条
件
等
）

第
十
五
条
学
資
金
の
返
還
の
期
限
及
び
返
還
の
方
法
は
、
政
令

で
定
め
る
。

２
機
構
は
、
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
災
害
又
は
傷
病
に

よ
り
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
と
き
、
そ
の

他
政
令
で
定
め
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
返
還
の
期
限
を

猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
機
構
は
、
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
者
が
死
亡
又
は
精
神
若

し
く
は
身
体
の
障
害
に
よ
り
学
資
金
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

学
資
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

ｌ金
の
種
類
ご
と
に
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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給
す
る
も
の
と
す
る
。

訓
判
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剣
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剛
１
判
例
割
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樹
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召
刎
倒
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割
胤
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IIl
第
十
七
条
の
二

第
十
七
条
学
資
貸
与
金
の
回
収
の
業
務
の
方
法
に
つ
い
て
は
、

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

第
十
七
条
の
三
機
構
は
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が I

一'一

'1
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
回
収
の
業
務
の
方
法
）

二’ め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支

給
を
受
け
た
学
資
支
給
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は

（
学
資
の
支
給
）

（
学
資
支
給
金
の
返
還
）

学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き

。

部
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ら
れ
る
と
き
。

学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め ：

（
回
収
の
業
務
の
方
法
）

第
十
七
条
学
資
金
の
回
収
の
業
務
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
文
部

科
学
省
令
で
定
め
る
。

で
き
る
。

（
新
規
）

（
新
規
）

4



第
二
十
三
条
の
二
機
構
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

（
政
府
貸
付
金
等

第
二
十
二
条
政
府

構
に
対
し
、
第
十

与
に
係
る
業
務
（

）
に
要
す
る
資
金

２
政
府
は
、
機
構

第
十
七
条
の
五

第
十
七
条
の
四
機
構
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
チ
段
に
よ
り
学

V

え
ん
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
っ
て
こ
れ

給
基
金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
政
府
以
外
の
者
か
ら
出

項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
の
金
額
及
び
学
資
支

す
る
学
資
の
支
給
に
係
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務
に

渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差

’
○

要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
学
資
支
給
基
金
を
設
け
、
第
四

に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
は
、
機

構
に
対
し
、
そ
の
免
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
額
の
前
項
の
貸

付
金
の
償
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

、
そ
の
支
給
を
受
け
た
学
資
支
給
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の

資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
か
ら

（
学
資
支
給
基
金
）

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

へ

受
給
権
の
保
護
）
学
資
支
給
金
の

第
一
種
学
資
貸
与
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。

を
無
利
息
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
十
六
条
の
規
定

）

は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機

三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸

支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り

し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
政
府
貸
付
金
等
）

第
二
十
二
条
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機

構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸

与
に
係
る
業
務
（
第
一
種
学
資
金
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に

要
す
る
資
金
を
無
利
息
で
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
政
府
は
、
機
構
が
第
十
五
条
第
三
項
又
は
第
十
六
条
の
規
定

に
よ
り
第
一
種
学
資
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
は
、
機
構
に

対
し
、
そ
の
免
除
し
た
金
額
に
相
当
す
る
額
の
前
項
の
貸
付
金

の
償
還
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
新
規
）

（
新
規
）

（
新
規
）

5



I
子
資
支
給
基
金
の
運
用
Ｉ
っ
て
生
７
荊
子
そ
他
の
収

41
.’

11
第
二
十
三
条
の
三

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

第
二
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、

め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
第
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
一

若
し
く
は
第
五
項 ’

分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
つ
い
て

号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本
補
填

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三

学
資
支
給
基
金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
に
限
る

に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

な
ら
な
い
・

第
五
章
雑
則

令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

二
・
三
（
略
）

（
区
分
経
理
）

条
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項

第
六
章
罰
則

ハ
リ
冒
〆
個
舟
利
昭
Ｉ
丙
〃機

構
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（

、
第
十
七

の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省

あ
ら
か
じ

第

（
財
務
大
臣
と
の
協
議
）

二
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、

め
、
財
務
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

一
第
十
四
条
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
五
項

七
条
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
を
定
め
よ
う

生
き
』
○

二
・
三
（
略
）

（
新
規
）

あ
ら
か
じ

又
は
第
十

と
す
る
と

6



附
則

（
業
務
の
特
例
等
）

第
十
四
条
（
略
）

２
（
略
）

３
機
構
が
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第

十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
二

条
、
第
二
十
三
条
及
び
第
三
十
条
第
二
号
の
規
定
の
適
用
に
つ

号
の

一
項
、
第
二
十
二

規
定
の
適
用
に
つ

第
三
十
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。

一
・
二
（
略
）

い
て
は
、
第

貸
与
金
（
附

を
含
む
。
）

中
「
第
十
三

条
第
一
項
」

十
三
条
第
一

」
と
あ
る
の

の
貸
与
に
係

業
務
（
附
帯

項
中
「
第
十

係
る
業
務
（

と
あ
る
の
は

貸
与
に
係
る

。
）
及
び
附

る
業
務
を
除 第

三’
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
学
資
支
給
基
金
を
運
用
し
た

ｌ
と
き
。 第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第

十
七
条
中
「
学
資
貸
与
金
」
と
あ
る
の

（
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
第
一

）
」
と
、
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十

‐
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
三
条
及
び
附

ご
と
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
三

奎
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
貸
与
に

》
の
は
「
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

一
係
る
業
務
及
び
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に

岬
帯
す
る
業
務
を
除
く
。
）
」
と
、
第
二
十

知
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
瞥

」
と
定
す
及
び
三
条
ぴ
第
資
の
一
号

条
第

ｂ
し
」
、

定
す

あ
る
の

第
一
種

「
第
十

業
務
（

則
第
十

く
。
）

第
一
種
学
資
貸
与
金
に

四
条
第
一
項
に
規
定
す

」
と
、
同
条
第
二
項
中

学
資
貸
与
金
に

三
条
第
一
項
第
一係規一
る
も
号
に

は
「
学
資

る
第
一
種
学
資
金

第
三
十
条
第
二
号

及
び
附
則
第
十
四

二
十
三
条
中
「
第

貸
与
に
係
る
業
務

に
規
定
す
る
学
資

一
項
に
規
定
す
る

第
二
十
二
条
第
一

る
学
資
の
貸
与
に

の
に
限
る
。
）
」

規
定
す
る
学
資
の

係
る
も
の
に
限
る

る
業
務
（
附
帯
す

「
第
十
五
条
第
三

附
則

（
業
務
の
特
例
等
）

第
十
四
条
（
略
）

２
（
略
）

３
機
構
が
第
一
項
に
規

十
七
条
、
第
十
八
条
第

条
、
第
二
十
三
条
及
び

い
て
は
、
第
十
七
条
中

附
則
第
十
四
条
第
一
項

）
」
と
、
第
十
八
条
第

三
条
」
と
あ
る
の
は
「

」
と
、
第
十
九
条
第
一

一
項
第
一
号
に
規
定
す

の
は
「
第
十
三
条
第
一

係
る
業
務
及
び
附
則
第

帯
す
る
業
務
を
除
く
。

十
三
条
第
一
項
第
一
号

第
三
十
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ

の
違
反
行
為
を
し
た
機
構
の
役
員
は
、
二
十
万
円
以
下
の
過
料

に
処
す
る
。

一
・
二
（
略
）

（
新
規
）

ｰ四務第へ十帯係の一一三､-〆附い条十
と条へ十第
第
一
種
学
資
金
に

第
一
項
に
規
定
す

、
同
条
第
二
項
中

一

一
一
一

種
学
資
金
に

条
第
一
項
第
一係号。第一す一弓第項中び第規

「
学
資
金

に
規
定
す

－
項
及
び

第
十
三
条

項
及
び
第

る
学
資
の

項
第
一
号

十
四
条
第

）
」
と
、

に
規
定
す

る
も
の
に

号
に
規
定

係
る
も
の

る
業
務
（

「
第
十
五

定
す
る
業

一
項
、
第

第
三
十
条
務
を
行
う
場
合

十
九
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定

」
と
あ
る
の
は

る
第
一
種
学
資

第
三
十
条
第
二

及
び
附
則
第
十

二
十
三
条
中
「

貸
与
に
係
る
業

に
規
定
す
る
学

一
項
に
規
定
す

第
二
十
二
条
第

る
学
資
の
貸
与

限
る
。
）
」
と

す
る
学
資
の
貸

に
限
る
。
）
及

附
帯
す
る
業
務

条
第
三
項
又
は

「
学
資
金
（

金
を
含
む
。

号
中
「
第
十

四
条
第
一
項

第
十
三
条
第

務
」
と
あ
る

資
の
貸
与
に

る
業
務
（
附

一
項
中
「
第

に
係
る
業
務

あ
る
の
は
「

与
に
係
る
業

び
附
則
第
十

を
除
く
。
）

第
十
六
条
」

｡,-,

に
お
け
る

、
第
二
十

の
適
用
に

つ二第

7



項
又
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
と
あ

と
さ
れ
る
旧
育
英
会
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
第

り
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
又
は
附
則
第

十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と

る
の
は
「
第
十
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ

一
種
学
資
金
」
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
「
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
六
条
又
は
附
則
第
十

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と

さ
れ
る
旧
育
英
会
法
第
二
十
三
条
第
三
項
」
と
す
る
。

8



○

住
民
基
本
台
帳
法
へ

昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一

号
一

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

9

別
表
第
一
（
第
三
十
条
の
九
、
第
三
十
条
の
二
十
三
、
第
三
十
条

の
二
十
八
、
第
三
十
条
の
三
十
関
係
）

へ

略
一

四
十
七
の
五

独
立
行

政
法
人
日

本
学
生
支

援
機
構

へ

略
…

提
供
を
受
け

る
国
の
機
関

又
は
法
人

へ

略
一

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
よ
る
同
法
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
の
学
資
の
貸
与
及
び
支
給

に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の

へ

略
一

事
務

改
正
案

別
表
第
一
（
第
三
十
条
の
九
、
第
三
十
条
の
二
十
三
、
第
三
十
条

の
二
十
八
、
第
三
十
条
の
三
十
関
係
）

へ

略
一

四
十
七
の
五

独
立
行

政
法
人
日

本
学
生
支

援
機
構

へ

略
一

提
供
を
受
け

る
国
の
機
関

又
は
法
人

へ

略
一

独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成

十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
に
よ
る
同
法
第
十

三
条
第
一
項
第
一
号
の
学
資
の
貸
与
に
関
す
る

事
務
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

へ

略
一

事
務

現
行



○
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）

六
独
独
立
行
政
法
医
療
保
険
者
そ
の
医
療
保
険
各
娃

行
政
法
人
日
本
学
生
他
の
法
令
に
よ
る
そ
の
他
の
法
令

日
本
学
支
援
機
構
法
医
療
に
関
す
る
給
に
よ
る
医
療
昨

支
援
機
に
よ
る
学
資
付
の
支
給
を
行
う
関
す
る
給
付
の

の
貸
与
及
び
こ
と
と
さ
れ
て
い
支
給
に
関
す
ス

支
給
に
関
す
る
者
情
報
で
あ
っ
イ

る
事
傍
で
あ
主
務
省
令
で
声

六
独
独
立
行
政
法
医
療
保
険
者
そ
の
医
療
保
険
各
雑

行
政
法
人
日
本
学
生
他
の
法
令
に
よ
る
そ
の
他
の
法
令

日
本
学
支
援
機
構
法
医
療
に
関
す
る
給
に
よ
る
医
療
席

支
援
機
に
よ
る
学
資
付
の
支
給
を
行
う
関
す
る
給
付
の

の
貸
与
に
関
こ
と
と
さ
れ
て
い
支
給
に
関
す
ス

す
る
事
務
で
る
者
情
報
で
あ
っ
イ

あ
っ
て
主
務
主
務
省
令
で
壼

粂
匪

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

10

改
正
案

現
行

へ

略
一

情
報
照
会

者

（
略
）

事
務

へ

略
一

情
報
提
供
者

（
略
）

特
定
個
人
情
報



っ
て
主
務
省

令
で
定
め
る

も
の

■■■■■■■■■■■

I■■■■■■■■■■■

省
令
で
定
め

る
も
の

－

月
砕
蔀

－

11

国
民
年
金
法
そ
の

他
の
法
令
に
よ
る

年
金
で
あ
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る

者 市
町
村
長

都
道
府
県
知
事
等

都
道
府
県
知
事

国
民
年
金
法
そ

の
他
の
法
令
に

よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給

に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
主
務

省
令
で
定
め
る

も
の

地
方
税
関
係
情

報
又
は
住
民
票

関
係
情
報
で
あ

っ
て
主
務
省
令

で
定
め
る
も
の

生
活
保
護
関
係

情
報
で
あ
っ
て

主
務
省
令
で
定

め
る
も
の

障
害
者
関
係
情

報
で
あ
っ
て
主

務
省
令
で
定
め

る
も
の

国
民
年
金
法
そ
の

他
の
法
令
に
よ
る

年
金
で
あ
る
給
付

の
支
給
を
行
う
こ

と
と
さ
れ
て
い
る

者 市
町
村
長

都
道
府
県
知
事
等

都
道
府
県
知
事

国
民
年
金
法
そ

の
他
の
法
令
に

よ
る
年
金
で
あ

る
給
付
の
支
給

に
関
す
る
情
報

で
あ
っ
て
主
務

省
令
で
定
め
る

も
の

地
方
税
関
係
情

報
又
は
住
民
票

関
係
情
報
で
あ

っ
て
主
務
省
令

で
定
め
る
も
の

生
活
保
護
関
係

情
報
で
あ
っ
て

主
務
省
令
で
定

め
る
も
の

障
害
者
関
係
情

報
で
あ
っ
て
主

務
省
令
で
定
め

る
も
の
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第
十
七
条
の
三
機
構
は
、
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
文

第
十
七
条
の
二
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
と
し
て
支
給
す
る
資
金
（
以
下
「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
学
資
支
給
金
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

２
学
資
支
給
金
の
額
は
、
学
校
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
学
資
支
給
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部

第
十
七
条
中
「
学
資
金
」
を
「
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
、
第
三
章
中
同
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

び
方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対

又
は
一
部
を
返
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

は
、
優
れ
た
学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
学
資
支
給
金
の
返
還
）

（
学
資
の
支
給
）

2－ー



ノ

第
二
十
三
条
の
二
機
構
は
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
係
る
業
務
及
び
こ
れ
に
附
帯
す
る
業
務

第
十
七
条
の
五
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利
は
、
譲
り
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
又
は
差
し
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な

第
十
七
条
の
四
機
構
は
、
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
学
資
支
給
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る
と
き
は
、

V
資
支
給
基
金
に
充
て
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
政
府
以
外
の
者
か
ら
出
え
ん
さ
れ
た
金
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
も
つ

第
二
十
三
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

第
二
十
二
条
中
「
第
一
種
学
資
金
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
に
改
め
る
。

ら
、
そ
の
支
給
を
受
け
た
学
資
支
給
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
た
め
に
学
資
支
給
基
金
を
設
け
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
補
助
金
の
金
額
及
び
学

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

、
１
０

Ｖ
（
学
資
支
給
基
金
）

（
受
給
権
の
保
護
）

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

く
そ
の
者
か

3－■■



第
二
十
三
条
の
三
機
構
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
（
学
資
支
給
基
金
を
こ
れ
に
必
要
な
費
用
に
充
て
る
も
の
に
限

４
政
府
は
、
毎
年
度
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
機
構
に
対
し
、
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
資
金
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き

３
通
則
法
第
四
十
七
条
及
び
第
六
十
七
条
（
第
七
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
つ

２
学
資
支
給
基
金
の
運
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
利
子
そ
の
他
の
収
入
金
は
、
学
資
支
給
基
金
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

補
填
の
契
約
が
あ
る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
号
中
「
又
は
第
十
七
条
」
を
「
、
第
十
七
条
又
は
第
十
七
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
第
二
十
三
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
通
則
法
第
四
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
て
学
資
支
給
基
金
を
運
用
し
た

る
。
）
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
勘
定
を
設
け
て
経
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
。

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
通
則
法
第
四
十
七
条
第
三
号
中
「
金
銭
信
託
」
と
あ
る
の
は
、
「
金
銭
信
託
で
元
本

て
こ
れ
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

（
区
分
経
理
）

い

4－ー



第
二
条
文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
文
部
科
学
省
令
を
定
め
よ

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の

」
に
改
め
、
「
又
は
第
十
六
条
」
の
下
に
「
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
」
を
加
え
、
「
、
第
十
六
条
」
を
「
若
し
く

は
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
貸
与
金
の
返
還
を
免
除
し
た
と
き
」
に
改
め
、
「
第
二
十
三
条
第
三
項
」
の
下
に
「

の
規
定
に
よ
り
第
一
種
学
資
金
」
を
加
え
る
。

ｌ

う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
財
務
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

＜

附
則
第
十
四
条
第
三
項
中
「
「
学
資
金
」
を
「
「
学
資
貸
与
金
」
に
、
「
第
一
種
学
資
金
に
」
を
「
第
一
種
学
資
貸
与
金
に

日
か
ら
施
行
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
準
備
行
為
）

（
施
行
期
日
）

１
ン
」
巽
ご
◎

附

則

‐5－



第
四
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日

第
五
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
貸
与
」
の
下
に
「
及
び
支
給
」
を
加
え
る
。

第
三
条
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

本
学
生
支
援
機
構
法
の
規
定
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
学
資
の
支
給
に
係
る
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必

正
…

二
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十

一
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
別
表
第
一
の
四
十
七
の
五
の
項

（
住
民
基
本
台
帳
法
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改

（
検
討
）

七
号
）
別
表
第
一
の
八
十
一
の
項
及
び
別
表
第
二
の
百
六
の
項

6－■■



学
生
等
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
学
資
を
支
給
す
る
業
務

を
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
の
業
務
に
追
加
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

大
学
等
に
お
け
る
教
育
に
係
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
も
っ
て
教
育
の
機
会
均
等
に
寄
与
す
る
た
め
、
特
に
優
れ
た

理
由

－7－



不正利得の徴収に係る規定において「国税徴収の例により､」の文言を削除すること

について

1．不正利得の徴収に関して「国税徴収の例により」 と規定されている法令を検索した

ところ20件あったが、 このうち16件は国又は地方公共団体が徴収することとされ

ているものであり、それ以外のものは下記の4件（うち2件は議員立法）のみである。

（詳細は参考1参照）

①特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法（平成23年法律

第126号）

②特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第1X因子製剤によるC型肝炎感染被

害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法（平成20年法律第2号）

（※議員立法）

③石綿による健康被害の救済に関する法律（平成18年法律第4号）

④戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法（平成22年法律第45号）

（※議員立法）

下記に述べるように、基本的に被害者救済的なものである点で、独立行政法人日本学

生支援機構（以下「機構」 という｡）が一定の要件を満たした者に積極的に支給する学

資支給金制度とは性格を異にするものであることから、御指摘を踏まえ、 「国税徴収の

例により」の文言は削除することとする。

2．上記の例のうち、閣法である①肝炎ウイルス感染者等に対する給付金の支給を定め

た特別措置法等においては、社会保険診療報酬支払基金を給付事業の主体とされてい

るが、B型肝炎ウイルス感染者に対する給付金制度については、集団予防接種による

B型肝炎ウイルスへの感染事案など、国が被告となった裁判における和解手続の確定

後に救済措置として例外的に請求が認められるものである。

また、給付額が非常に高額であることから、不正受給が発生した際の不正利得徴収

の必要性は非常に高いものであり、この点でも、相対的に給付額が少額である学資支

給金制度とは前提が異なるものである。

これらについては、議員立法の②においても、実施主体が独立行政法人医療品医薬

機器総合機構であるほかは、基本的には①と同様となっている。

3． もう一つの閣法である、③石綿による健康被害の救済に関する法律は、石綿による

健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、

医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救

済を図ることを目的としいる。

このように、①及び②と同様に被害者救済のために支給されるものであることから、

仮に不正に支給された場合には迅速に徴収した上で本来の被害者救済に充てるべき要

請が高いものと考えられる。

－1－



また、④戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法は、戦後強制抑留者の労苦

を慰籍するための特別給付金を支給するための措置を講ずるために議員立法で成立し

たものである。

4なお、学資支給金の支給を受ける基準等を満たしていないにもかかわらず、偽りそ

の他不正の手段等によってその支給を受けた者が存在する場合には、機構は、適切に

当該支給に係る金銭を回収する必要があることに変わりはない。

この点、金銭回収を民法上の不当利得返還請求によって行う場合、 「法律上の原因」

である、学資支給金の受給の基礎となる法律行為（契約）を取り消さなければ返還請

求し得ないところ、本法案において不正利得徴収の規定を置くことにより、先立つ法

律行為である学資支給金の支給に係る契約の取り消しをすることなく、機構は、直ち

に、かつ、直接、不正利得を得た学生から支給した学資支給金相当額を徴収すること

ができることとなり、学資を受給中の不正受給者のみならず、例えば、大学を卒業し、

既に学資の支給が終了している不正受給者に対しても、本規定により、不正事実が発

覚した時点で、不正受給者から学資支給金の徴収を行うことが可能となる。

また、本法案と同様に国及び地方公共団体以外の機関が「国税徴収の例」によらず

に不正利得の徴収等を行うこととしている例として、地方公務員等共済組合による不

当利得徴収について規定する地方公務員等共済組合法第49条がある（参考2参照)。

以上を踏まえ、不正利得徴収規定そのものについては、引き続き、本法案において

規定することとする。

【参考1 国及び地方公共団体の以外の機関が「国税徴収の例」によって徴収を行う制度の例】

「特定目型肝炎ウイルス感染者給付金

根拠法 ：特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法

対象者 ：昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの集団予防接種等の際の注

射器の連続使用により、 7歳になるまでの間にB型肝炎ウイルスに感染した者

及びその者から母子感染した者（裁判上の和解手続等（確定判決・和解・調停）

の確定後に請求）

実施主体：社会保険診療報酬支払基金

給付金 ：

。 死亡・肝がん・肝硬変（重度） 3， 600万円

・ 肝硬変（軽度） 2， 500万円

・ 慢性B型肝炎 1, 250万円 など

＜参照条文＞

○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法（平成二十三年法律第百二十

六号）

（不正利得の徴収）

第二十一条偽りその他不正の手段により特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給を受けた

者があるときは、支払基金は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた特定B型

肝炎ウイルス感染者給付金等の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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2 「 定フブリノゲン り び定血液 IX子 IによるC型肝；感染 を 、

するための給付金」

根拠法 ：特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染

被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法

対象者 ： 「特定c型肝炎ウイルス感染者（特定フイブリノゲン製剤又は特定血液凝固第1

X因子製剤の投与を受けたことによってC型肝炎ウイルスに感染した者及び

その者の胎内又は産道においてc型肝炎ウイルスに感染した者)」 （裁判上の

和解手続等（確定判決・和解・調停）の確定後に請求）

実施主体：独立行政法人医療品医薬機器総合機構

給付金 ：

． 慢性c型肝炎が進行して、肝硬変若しくは肝がんに罹患し、又は死亡した者

4， 000万円

・ 慢性C型肝炎に罹患した者 2， 000万円

． それ以外の者（無症候性キャリア） 1， 200万円

＜参照条文＞

○特定フイブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるc型肝炎感染被害者を救済す

るための給付金の支給に関する特別措置法（平成二十年法律第二号）

（不正利得の徴収）

第十三条偽りその他不正の手段により給付金等の支給を受けた者があるときは、機構は、国税

徴収の例により、その者から、その支給を受けた給付金等の額に相当する金額の全部又は一部

を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

こよる健康被害の救済のため支給される給付（救済給付

根拠法 ：石綿による健康被害の救済に関する法律

対象者 ：石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給（請求に基

づき支給）

実施主体：独立行政法人環境再生保全機構

給付金 ：

． 医療費 療養を開始した日以降の、健康保険等による給付の額を控除した

自己負担額

・ 療養手当 療養を開始した日の翌月から、支給する事由が消滅した日の属す

る月まで月額103， 870円

・ 葬祭料 199, 000円

。 特別遺族弔慰金 2, 800, 000円

． 特別葬祭料 199， 000円 など

＜参照条文＞

○石綿による健康被害の救済に関する法律（平成十八年法律第四号）

（不正利得の徴収）

第二十七条偽りその他不正の手段により救済給付の支給を受けた者があるときは、機構は、国

税徴収の例により、その救済給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者
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から徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

④戦後強制抑留者に対する「特別給付金

根拠法 ：戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法

対象者 ：昭和20年8月9日以来の戦争の結果、同年9月2日以後ソヴィエト社会主義

共和国連邦又はモンゴル人民共和国の地域において強制抑留された者

実施主体：独立行政法人平和祈念事業特別基金

給付金 ：

． 25万円～150万円（帰還の時期によって給付額が変動）

＜参照条文＞

○戦後強制抑留者に係る問題に関する特別措置法（平成二十二年法律第四十五号）

（不正利得の徴収）

第十条偽りその他不正の手段により特別給付金の支給を受けた者があるときは、基金は、国税

徴収の例により、その者から、その支給を受けた特別給付金の額に相当する金額の全部又は一

部を徴収することができる。

2前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

【参考2国及び地方公共団体以外の機関が「国税徴収の例」によらずに不正利得の徴収等を行うこ

ととしている例】

○地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）

（不正受給者からの費用の徴収等）

第四十九条偽りその他不正の行為により組合から給付を受けた者がある場合には、組合は、その者

から、その給付に要した費用に相当する金額（その給付が療養の給付であるときは、第五十七条

第二項又は第三項の規定により支払った一部負担金（第五十七条の二第一項第一号の措置が採ら

れるときは、当該減額された一部負担金）に相当する額を控除した金額）の全部又は一部を徴収

することができる。

2． 3 （略）

【参考3その他の参照条文】

○民法（明治二十九年法律第八十九号）

（不当利得の返還義務）

第七百三条法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及

ぼした者（以下この章において「受益者」 という｡）は、その利益の存する限度において、 これを

返還する義務を負う。

【参考4】

本法案における不正利得徴収規定と類似する規定である介護保険法第22条第3項の規定の性質につ

いて、 「不当利得返還請求であれば、本来、その受給の基礎となる法律行為（あるいは支給処分）を

遡及的に無効としあるいは取り消すことがなければ、請求しえないものを、先立つ法律行為等を法律

上の要件とすることなく、直接請求しうることを特別に定めたもの」 とされている。
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出典： 「介護保険法における介護報酬の不当利得返還義務の有無」民商法雑誌145巻6号(2012年) (上

原克之徳島大学）

○介護保険法（平成九年法律第百二十三号）

（不正利得の徴収等）

第二十二条 （略）

2 （略）

3 市町村は、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定

する指定地域密着型サービス事業者、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、介

護保険施設、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項

に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は第五十八条第一項に規定する指定介護予

防支援事業者(以下この項において｢指定居宅ｻｰビｽ事業者等｣ という｡)が､偽りその他不正

の行為によ、第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、

第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六

十一条の三第四項の規定による支払を受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等から、その

こ額I させる き額を徴収す その返還させるべき額に百分の四十を乗じ

て得た額を徴収することができる。
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独立行政法人学生支援機構法の一部を改正する法律案

く用例集＞
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ー

第17条の4関係

国及び地方公共団体以外の機関が「国税徴収の例」によらずに不正利得の徴収等を行

うこととしている例

第
四
十
九
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
組
合
か
ら

○
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百

五
十
二
号
）

と
が
で
き
る
。

２
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号

に
掲
げ
る
保
険
医
療
機
関
に
お
い
て
診
療
に
従
事
す
る
保

険
医
（
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
険
医
を
い
う
。

）
又
は
健
康
保
険
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
主

治
の
医
師
が
組
合
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
診
断
書
に
虚
偽
の

記
載
を
し
た
た
め
、
そ
の
給
付
が
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
組
合
は
、
そ
の
保
険
医
又
は
主
治
の
医
師
に
対

し
、
給
付
を
受
け
た
者
と
連
帯
し
て
前
項
の
規
定
に
よ
り

徴
収
す
べ
き
金
額
を
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
組
合
は
、
第
五
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
保
険

医
療
機
関
若
し
く
は
保
険
薬
局
又
は
第
五
十
八
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
が
偽
り
そ
の
他

不
正
の
行
為
に
よ
り
組
合
員
又
は
被
扶
養
者
の
療
養
に
関

す
る
費
用
の
支
払
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
保
険
医
療
機

関
若
し
く
は
保
険
薬
局
又
は
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

額
を
控
除
し
た
金
額
）
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ

給
付
を
受
け
た
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
組
合
は
、
そ
の
者

か
ら
、
そ
の
給
付
に
要
し
た
費
用
に
相
当
す
る
金
額
（
そ

の
給
付
が
療
養
の
給
付
で
あ
る
と
き
は
、
第
五
十
七
条
第

二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
払
っ
た
一
部
負
担
金

（
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
採
ら
れ
る

と
き
は
、
当
該
減
額
さ
れ
た
一
部
負
担
金
）
に
相
当
す
る

（
不
正
受
給
者
か
ら
の
費
用
の
徴
収
等
）

に
対
し
、
そ
の
支
払
っ
た
額
に
つ
き
返
還
さ
せ
る
ほ
か
、
そ
の
返
還
さ
せ

る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

L

『
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第17条の4関係

｢偽りその他不正の手段により○○の支給を受けた者があるときは、その者から、そ

の支給を受けた○○の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

」

第
十
二
条
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
生
活
困

○
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

百
五
号
）

が
で
き
る
。

２
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
は
、
地
方
自
治
法
（

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一

条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
法
律
で
定
め
る
歳
入
と

す
る
。

相
当
す
る
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
徴
収
す
る
こ
と

給
を
受
け
た
生
活
困
窮
者
住
居
確
保
給
付
金
の
額
に

窮
者
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
者
が
あ
る

と
き
は
、
都
道
府
県
等
は
、
そ
の
者
か
ら
、
そ
の
支

（
不
正
利
得
の
徴
収
）

’
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附則第1条関係

｢ただし、○○条の規定は、公布の日から施行する。 」

附
則
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る

○
国
家
公
務
員
の
留
学
費
用
の
償
還
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
七
十
号
）

。
た
だ
し
、

か

ら
施
行
す
る
。 次
条
及
び
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
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附則第2条関係

｢この法律の施行前においても、財務大臣に協議することができる。 」

第
三
条
（
略
）

２
内
閣
総
理
大
臣
は
、
第

項
の
内
閣
府
令
を
制
定
し 第

○
人
工
衛
星
等
の
打
上
げ
及
び
人
工
衛
星
の
管
理
に
関
す
る
法

律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
七
十
六
号
）

き
る
◎

の
施
行
前
に
お
い
て
も
、

附
則
抄

九
条
第
二
項
又
は
第
四
十
条
第
二

財
務
大
臣
に
協
議
す
る
こ
と
が
で

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
の
法
律

〆
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附則第4条関係

｢政府は、 この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の

○○法の規定の施行の状況を勘案し、○○について検討を加え、その結果に基づい

て○○を行うものとする。 」

第
五
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過

○
短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
五
年
法
律
第
七
十
六
号
）

律
の
規
定
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
規
定
岡
引
Ｎ
判
凶
劉
引
例
川

し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の

短
時
間
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

附
則
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
七
号
）
抄

（
検
討
）
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